
議第７５号 

字の区域の変更及び字の廃止について 

 地方自治法第 260 条第 1 項の規定により、土地区画整理法第 103 条第 4 項の規定

による三ツ谷工業団地土地区画整理事業についての換地処分の公告があった日の翌

日から別紙のとおり本市内の字の区域を変更し、及び字を廃止する。 

  令和元年９月５日提出 

 

三島市長 豊 岡 武 士     


